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２００８年７月１８日 
 
各 位 
 
 

三井住友海上火災保険株式会社 
 
 
 

業務改善計画の実施状況について 

 

 

 

三井住友海上火災保険株式会社（社長 江頭 敏明）は、２００６年７月２１日付で金融庁に提出し
た業務改善計画に従い、具体的な改善策を実施していますが、第１６回の業務改善計画実施状況の報告

を金融庁に提出しました。 
既に業務改善計画に記載したすべての事項についての体制整備を完了しておりますが、今後も、中期

経営計画「ニューチャレンジ１０」の実現により、業務改善計画で整備、強化した経営管理態勢および

適正な保険募集や顧客説明を行うための管理態勢等のさらなる拡充を図るなど、企業品質の向上を最優

先とする取組みに一段と注力してまいります。 
 
 
 
１．ガバナンスの強化

（１）監査委員会による業務運営状況および業務改善計画の実行状況についての確認・検証 

２００６年９月１日付で取締役会の内部委員会として新設した監査委員会を２００８年６月

までに２１回開催しています。監査委員会では、関係各担当部から報告される業務改善計画の

進捗状況や企業品質の向上に向けた様々な取組み等を検証しており、監査委員会の意見および

指摘を、弊社の業務運営態勢の整備に反映させています。 

（２）内部監査態勢の強化 

２００８年度実施の損害サポート拠点および営業拠点監査の実効性と効率性を高めるため、両

部門に対する｢内部監査マニュアル｣を改定しました。お客さま対応管理や募集文書管理等に係

わる監査項目の追加・拡充をはかり、新たに代理店対面監査の導入等を行いました。また、監

査後のフォローアップの一層の強化を図りました。 

 

 ２．保険金支払管理態勢の強化等 
（１） 保険金支払管理態勢の強化 

①支払審査会における適正な支払審査の実施 
２００６年９月１日付で業務を開始した社外有識者（弁護士、消費者代表、医師）等を委員と
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する「支払審査会」では、２００８年６月までに累計１，５８０件（第三分野審査分科会で 
１，１１２件、総合審査分科会で４６８件）の審査を実施しました。毎月の支払審査会で蓄積

したノウハウを全社員で共有することで、今後も適正な支払審査に努めてまいります。 
②メディカルサポート室での事前確認 
第三分野商品における始期前発病適用の適切性を確保するため、各保険金お支払センターで始

期前発病不担保を適用すると判断した事案については、メディカルサポート室で必ず事前確認

を行っていますが、２００８年６月末までに累計で１，９９８件の事前確認を行いました。メ

ディカルサポート室では、常駐顧問医の協力を得て当該保険金お支払センターの判断の適切性

を判断するとともに、支払審査会への申請の要否について判定を行っています。 

 
３．契約者保護、契約者利便の強化

（１）社員に対する業務運営状況モニタリングの実施 

苦情発生、業務監査部指摘、不祥事件発生等の状況を踏まえ、問題のある部支店等に対してコ

ンプライアンス部がモニタリングを実施することとしておりますが、２００８年５月３０日に

営業部門および損害サポート部門を対象とするモニタリングについて部長チェックリストお

よび課支社チェックリストを改定のうえ、２００８年度における営業部門および損害サポート

部を対象としたモニタリングの実施を開始しました。 

（２）苦情対応態勢の強化（お客さま基点推進諮問会議の開催） 

２００６年１０月より開催している「お客さま基点推進諮問会議」を２００８年５月までに計

９回開催しました。９回目の会議では、事務局よりＩＳＯ１０００２自己適合宣言後の取組み

について報告を行うとともに、受付件数の多い苦情のうち証券未着に関する苦情に焦点を当て、

改善に向けた具体的な意見交換を行いました。ＩＳＯ１０００２自己適合宣言後の取組みにつ

いては、更なる苦情対応態勢の強化のために苦情対応プロセスのＰＤＣＡマネジメントサイク

ルが循環していることを客観的に示す目標（目標値）を設定すること、証券未着については、

証券発行のあり方について検討することを２００８年６月２６日開催の取締役会あてに提言

しました。 

 
 ４．法令等遵守態勢の強化

 （１）代理店向け「コンプライアンスニュース」の発行 
２００６年１０月より、当社代理店向けイントラネットである代理店ＭＳ１を活用し、代理店

向け「コンプライアンスニュース」を毎月発行していますが、２００８年５月号においては、

『全員が、全力でコンプライアンスに取り組む』を、６月号においては、『登録・届出に関す

るルールをマスターしましょう』をそれぞれ掲載しました。 

 

以 上 
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別紙１ 支払審査会における審査実施状況 
 
２００６年９月７日より第三分野商品から審査を開始し、２００６年１０月４日より自動車保険等の第

三分野商品以外についての審査を開始しました。 
第三分野審査分科会は２００８年４～６月に審査会を２３回、第三分野商品以外の自動車保険等につい

て審査を行う総合審査分科会は１２回開催し、併せて１３４件の事案を判定しました。このうち、お支

払いに該当すると判断した事案は５４件、該当しないと判断した事案は７３件です。 
 

 

◆支払審査会でお支払いに該当しないと判断した事案の件数（２００８年４～６月） 

 

対象商品 不払い判断事由 件数 

①保険加入時に、故意または重大な過失によって、告知すべき重
要な事実について告知されていない、または事実でないこと
を告知されているために保険契約の解除を行う場合で、正し
く告知されなかった内容と保険金ご請求の原因となった疾病
との間に因果関係があるもの。 

１４件

②保険金ご請求の原因となった疾病が保険始期より前に発病（始
期前発病）していることからお支払いの対象とならない事案
のうち、確認されている事実に基づいて疾病の連続性を慎重
に判定するもの。 

３件

第三分野商品 

③その他（通知義務違反、詐欺無効、重大事由解除、特定疾病等
不担保 等） 

２件

①被保険者が死亡された場合に、事故と死亡との因果関係がな
い、または酒酔い運転による事故である等の理由から保険金
をお支払いしないもの。 

２９件

②契約者の故意による事故が発生しているもの。 １７件

自動車保険 
火災保険 
傷害保険 

③その他（通知義務違反、調査協力義務違反 等） ８件

 （合計） ７３件

 

 

なお、第三分野商品で始期前発病によりお支払いの対象とならない事案については、すべて事前に本社

メディカルサポート室で医的審査を行っています。 
メディカルサポート室は２００８年４～６月に２５７件の事前確認事案に対して審査を行いました。こ

のうち、お支払いに該当すると判断した事案は１２件、始期前発病によりお支払いの対象とならないと

判断した事案は２４０件です。 
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別紙２   お客さまからの苦情受付状況（２００８年５月分） 
２００８年５月の苦情の受付状況を以下の通りお知らせします。 
１．苦情区分別の受付件数  
 

苦情区分 代表的な苦情概要 5月合計 前月比 前年比

商品内容（担保内容、契約規定等） ・保険商品の内容、ご契約手続きの規定に関するご不満 １２２ ９６% １６５%

契約更改手続き（継続漏れ・忘れ等) 
・満期のご案内に関する連絡不足等のご不満 

・ご契約内容がお申し出の内容と相違している等のご不満 
３３５ １０９% ２９９%

募集行為 
・ご契約手続きに関するご不満 

・ご契約締結時の告知事項に関するご照会やご不満 
１１７ １００% １７７%

契約内容・条件などの説明不足・誤り 
・重要事項の説明不足、ご契約に際して不利益となる情報に 

ついての説明不足に関するご不満 
１９７ ９３% ２４６%

契約の引受（見合わせ・制限等） ・ご契約に際しての引き受け条件、制限に関するご不満 ２０ ８３% ２２２%

保険料誤り・料率適用誤り ・保険料の集金、自動引き去りに関するご不満 ３７ １０３% １４２%

接客態度   ・契約・募集に関する手続きの際、マナーに関するご不満 ５２ １０８% ７４３%

帳票類（申込書、請求書、パンフレット等） 
・ パンフレット、申込書等、ご契約に際しての帳票に関する 

ご不満 
１１９ ９４% １１９%

その他 ・上記に該当しない、契約・募集行為に関するご不満 ２９ １０４% １１６%

契 
約 
・ 
募 
集 
行 
為 

小計 １，０２８ １００% ２０６%

証券未着・誤り 
・ 保険証券が届かないことへのご不満 

・保険証券の記載内容の誤りに関するご不満 
６７１ １０５% ２３３%

分割払い・口座引き落とし 
・ 分割払いのご案内に関する連絡不足等のご不満 

・ 口座引き落としの情報がお申し出の内容と相違している等 

のご不満 

７２ １２０% ４２４%

異動（手続き誤り・遅延、車両入替等） ・ご契約内容の変更手続きに関するご不満 ３３９ １０２% ４１３%

解約（手続き誤り・遅延、返戻保険料等） ・ご解約時の事務手続きに関するご不満 ２８３ １１４% ３０１%

満期返戻（手続き遅延、満期返戻金額） ・満期時の返戻金のお受け取りに関するご不満 ２４ １５０% ３００%

接客態度    ・契約の管理・保全に関する手続きの際、マナーに関するご不満 ２７ ８７% ５４０%

その他 ・保険料自動お立替制度についての説明不足等のご不満 ５３ １０２% ２２１%

契 
約 
の 
管 
理 
・保 
全・

集全 

小計 １，４６９ １０７% ２８４%

示談（認定）金額 ・保険金支払いの内容についてのご照会・ご不満 ２５７ １１５% １００%

処理遅延・処理方法 
・ 保険金のご請求手続きに関して、連絡・説明不足等のご案内 

方法、遅延に関するご不満 
４７１ １０９% １３４%

有無責 ・保険金が支払われないことへのご不満 ４８ １２０% １３０%

接客態度   ・電話応対や訪問時の態度・マナーに関するご不満 １０２ １１５% １５０%

その他 ・保険金支払い案内通知がわかりづらいなど、帳票へのご不満 ２ ４０% ６７%

 
保 
険 
金 

小計 ８８０ １１１% １２３%

お客さま情報の管理 ・個人情報の取り扱いに関するご不満 ３０ １４３% ２００%

その他 ・当社・代理店に寄せられた、上記区分に該当しないご不満 ２７９ ９８% ３４４%

合 計 件 数 ３，６８６ １０５% ２０２%
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２．苦情の概況  

（１）２００８年５月は、３，６８６件の苦情があり、前月との件数比較では、１８７件の増加（前月

比１０５％）となり、前年同月比では、２０２％となりました。 

 

（２）当社では、２００８年５月（７月保険始期）より、自動車保険の新商品「ＧＫ クルマの保険」

を発売いたしました。これまでの「満期日が近いのに満期案内が送付されて来ない」等の苦情へ

の改善策として、新商品の発売にあわせ、お客さま宛てに確実な満期案内を行うよう従来の「代

理店経由の案内」から「当社が直接満期案内を行う方法」に変更いたしました。その結果、「満期

案内は送付されてきたが、代理店から連絡が遅い」等の新たな苦情もいただきました。 

 

（３）なお、２００７年１０月より３ヵ月ごとの業務改善計画の実施状況報告となっておりますが、月

ごとの苦情の受付状況については、当社ホームページに開示しています。 

 

 

 

以 上 


